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船橋市立リハビリテーション病院 第６次中期行動計画 新旧対照表 

旧 新 

船橋市立リハビリテーション病院 第５次中期行動計

画 

（令和２年４月１日～令和５年３月３１日の３年間） 

 

 

１．患者及びその家族に対して提供するサービスに関

する事項 

   

１）診療成果等の医学的側面に関する事項 

 

目標１：在宅復帰率 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 疾患全体 脳血管系 整形外科

系 

廃用症候

群 

目標値 87.0% 84.0% 93.0% 85.0% 

令和 2年度 87.0% 84.0% 93.0% 85.0% 

令和 3年度 87.0% 84.0% 93.0% 85.0% 

令和 4年度 87.0% 84.0% 93.0% 85.0% 

 

（省略） 

 

目標２：市立リハビリ病院へ入院してから退院する

までの日数 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 疾患全体 脳血管系 整形外科

系 

廃用症候

群 

目標値 79.0日 90.0日 60.0日 60.0日 

令和 2年度 79.0日 90.0日 60.0日 60.0日 

令和 3年度 79.0日 90.0日 60.0日 60.0日 

令和 4年度 79.0日 90.0日 60.0日 60.0日 

 

 

（省略） 

 

 

目標３：リハビリテーション効果（FIM） 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 疾患全体 脳血管系 整形外科

系 

廃用症候

群 

目標値 24.0 25.5 23.0 15.0 

令和 2年度 24.0 25.5 23.0 15.0 

令和 3年度 24.0 25.5 23.0 15.0 

令和 4年度 24.0 25.5 23.0 15.0 

 

 

（省略） 

 

 

２）患者及びその家族の精神的・生活的側面に関する

事項 

 

目標４：入院患者満足度 

船橋市立リハビリテーション病院 第６次中期行動計

画 

（令和５年４月１日～令和８年３月３１日の３年間） 

 

 

１．患者及びその家族に対して提供するサービスに関

する事項 

   

１）診療成果等の医学的側面に関する事項 

 

目標１：在宅復帰率 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 疾患全体 脳血管系 整形外科

系 

廃用症候

群 

目標値 86.0% 83.0% 90.5% 83.0% 

令和 5年度 86.0% 83.0% 90.5% 83.0% 

令和 6年度 86.0% 83.0% 90.5% 83.0% 

令和 7年度 86.0% 83.0% 90.5% 83.0% 

 

（省略） 

 

目標２：市立リハビリ病院へ入院してから退院する

までの日数 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 疾患全体 脳血管系 整形外科

系 

廃用症候

群 

目標値 73.5日 85.0日 59.0日 62.0日 

令和 5年度 73.5日 85.0日 59.0日 62.0日 

令和 6年度 73.5日 85.0日 59.0日 62.0日 

令和 7年度 73.5日 85.0日 59.0日 62.0日 

 

 

（省略） 

 

 

目標３：リハビリテーション効果（FIM） 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 疾患全体 脳血管系 整形外科

系 

廃用症候

群 

目標値 24.5 27.0 23.5 17.5 

令和 5年度 24.5 27.0 23.5 17.5 

令和 6年度 24.5 27.0 23.5 17.5 

令和 7年度 24.5 27.0 23.5 17.5 

 

 

（省略） 

 

 

２）患者及びその家族の精神的・生活的側面に関する

事項 

 

目標４：入院患者満足度 

資料２ 
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中期目標値と各年度の目標値 

区分 

各項目の「満足」と

「やや満足」を足し

た割合 

「満足」のみの

割合 

目標値 90% 70% 

令和 2年度 90% 70% 

令和 3年度 90% 70% 

令和 4年度 90% 70% 

 

（省略） 

 

（２）職員の対応に関する事項の満足度向上につい

て 

すでに作成されている接遇マニュアルをもとに、新

規採用の全職員に対して接遇研修を実施し、スタッフ

の接遇レベル向上を図る。さらに接遇を習慣化するた

めに担当部署を設け、月間接遇目標の立案、その実行

状況の把握、改善指導を行う。また、職員に対して「人

間の尊厳の保持」「主体性・自己決定権の尊重」などの

病院の基本理念と、「人権を尊重される権利」「自らの

意思で選択・決定する権利」などの患者の権利を掲げ

たカードを配布し、常に身につけるように指導する。 

 

 

（３）院内の療養環境に関する事項の満足度向上に

ついて 

療養環境については、日常的に院内の清潔感を保つ

ことは当然であるが、隔日ごとに浴槽への入浴を行う

など患者が快適に過ごせる環境づくりを行う。また、

入院中の楽しみとして定期的にロビーでコンサートを

行うなど、療養環境の向上に努める。 

個人情報の管理については、すでに作成されている

個人情報保護規程に基づき、個人情報の保護を徹底す

るようスタッフに教育を行う。また、個人情報保護に

ついての方針に関するリーフレットを患者に提供し、

病院の方針を周知する。 

患者に対する案内の提供については、患者が案内と

して欲しがる情報が何であるのかを常に把握し、柔軟

に対応をする。 

食事については、和食と洋食などの選択メニューを

導入し、調理師が厨房で調理を行うことで満足度の高

い食事を提供するように努める。なお、嚥下障害のあ

る患者に対しては個人の機能に対応した食形態の工夫

や食事にとろみをつけるなど、細かな配慮を行う。 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

 （５）御意見箱の設置 

 調査時の結果に満足することなく日常的に入院患

者、外来患者の御意見を聞くために御意見箱を院内

隅々に設置し、御意見をいただき改善できるところは

速やかに改善し満足度の向上を図る。 

 

 

中期目標値と各年度の目標値 

区分 

各項目の「満足」と

「やや満足」を足し

た割合 

「満足」のみの

割合 

目標値 90% 65% 

令和 5年度 90% 65% 

令和 6年度 90% 65% 

令和 7年度 90% 65% 

 

（省略） 

 

（２）職員の対応に関する事項の満足度向上につい

て 

すでに作成されている接遇マニュアルをもとに、新

規採用の全職員に対して接遇研修を実施し、スタッフ

の接遇レベル向上を図る。さらに接遇を習慣化するた

めに担当部署を設け、月間接遇目標の立案、その実行

状況の把握、改善指導を行う。また、職員に対して「人

間の尊厳の保持」「主体性・自己決定権の尊重」などの

病院の基本理念と、「人権を尊重される権利」「自らの

意思で選択・決定する権利」などの患者の権利を掲げ

ポケットマニュアルを配布し、常に身につけるように

指導する。 

 

（３）院内の療養環境に関する事項の満足度向上に

ついて 

療養環境については、日常的に院内の清潔感を保つ

ことは当然であるが、週に 3 日浴槽への入浴を行うな

ど患者が快適に過ごせる環境づくりを行う。また、コ

ロナ禍により面会が自由にできない状況が続いている

が、リモートでの面会は予約制で常時実施している。

対面面会は、世の中の新型コロナウイルス感染状況を

見て可不可を判断し、可能時は予約制で面会人数・時

間は制限するものの、入院患者を守りつつ少しでも家

族に会える環境の整備に努める。 

個人情報の管理については、すでに作成されている

個人情報保護規程に基づき、個人情報の保護を徹底す

るようスタッフに教育を行う。また、個人情報保護に

ついての方針に関するリーフレットを患者に提供し、

病院の方針を周知する。 

患者に対する案内の提供については、患者が案内と

して欲しがる情報が何であるのかを常に把握し、柔軟

に対応をする。 

食事については、和食と洋食などの選択メニューを

導入し、調理師が厨房で調理を行うことで満足度の高

い食事を提供するように努める。なお、嚥下障害のあ

る患者に対しては個人の機能に対応した食形態の工夫

や食事にとろみをつけるなど、細かな配慮を行う。 

 

（省略） 

 

 （５）御意見箱の設置 

 調査時の結果に満足することなく日常的に入院患

者、外来患者の御意見を聞くために御意見箱を院内

隅々に設置し、御意見をいただき改善できるところは

速やかに改善し満足度の向上を図る。また御意見への

回答を院内に掲示する。 
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（省略） 

 

 

目標５：外来患者満足度 

中期目標値と各年度の目標値 

  区  分 

各項目の「満足」と

「やや満足」を足し

た割合 

「満足」のみの

割合 

目標値 85% 65% 

令和 2年度 85% 65% 

令和 3年度 85% 65% 

令和 4年度 85% 65% 

 

リハビリテーションの提供に当たっては、外来リハ

ビリの質の向上で満足度の向上を目指す。 

職員の対応については、目標４「入院患者満足度」

の達成で掲げたとおりの接遇研修を実施し、スタッフ

の接遇レベル向上を図る。 

 また待ち時間については、時間予約制で極力待ち時

間を抑える。 

（省略） 

 

目標６：訪問患者満足度 

 

中期目標値と各年度の目標値 

  区  分 

各項目の「満足」と

「やや満足」を足し

た割合 

「満足」のみの

割合 

目標値 90% 70% 

令和 2年度 90% 70% 

令和 3年度 90% 70% 

令和 4年度 90% 70% 

 

リハビリテーションの提供に当たっては、質の向上

で満足度の向上を目指す。 

職員の対応については、目標４「入院患者満足度」

の達成で掲げたとおりの接遇研修を実施し、スタッフ

の接遇レベル向上を図る。 

また訪問のスケジュールについては、訪問に当たっ

て十分な数のスタッフを確保することで、患者への訪

問頻度を減らさざるをえない状況を作らないようにす

る。 

 関係する主治医、他の介護サービスと連携を図り、

患者が最適な在宅生活を営めるように支援する。 

 またできるだけ閉じこもりにならないように、外の

環境に適応できるまで積極的に支援する。 

 

 

（省略） 

 

 

２ 管理の効率化に関する事項 

目標７：病床稼働率 

 

（省略） 

 

 

（省略） 

 

 

目標５：外来患者満足度 

中期目標値と各年度の目標値 

  区  分 

各項目の「満足」と

「やや満足」を足し

た割合 

「満足」のみの

割合 

目標値 90% 65% 

令和 5年度 90% 65% 

令和 6年度 90% 65% 

令和 7年度 90% 65% 

 

外来リハビリの質の向上で満足度の向上を目指す。 

職員の対応については、目標４「入院患者満足度」

の達成で掲げたとおりの接遇研修を実施し、スタッフ

の接遇レベル向上を図る。 

 また待ち時間については、時間予約制で極力待ち時

間を抑える。 

 

（省略） 

 

目標６：訪問患者満足度 

 

中期目標値と各年度の目標値 

  区  分 

各項目の「満足」と

「やや満足」を足し

た割合 

「満足」のみの

割合 

目標値 90% 65% 

令和 5年度 90% 65% 

令和 6年度 90% 65% 

令和 7年度 90% 65% 

 

訪問リハビリの質の向上で満足度の向上を目指す。 

職員の対応については、目標４「入院患者満足度」

の達成で掲げたとおりの接遇研修を実施し、スタッフ

の接遇レベル向上を図る。 

また訪問のスケジュールについては、訪問に当たっ

て十分な数のスタッフを確保することで、患者への訪

問頻度を減らさざるをえない状況を作らないようにす

る。 

 患者の主治医、ケアマネジャーと連携を図り、患者

の身体や生活状況・住宅環境などから課題・目標・期

間をご家族も含め共に検討し、その人らしい生活が送

れるように支援する。 

 

 

 

（省略） 

 

 

２ 管理の効率化に関する事項 

目標７：病床稼働率 

 

（省略） 
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（３）病床管理の効率化 

毎朝、院長・各部長・各チームマネジャー・ソーシ

ャルワーカーによる会議を行い、入院の受け入れ、患

者の入院期間の偏りを調整し、病床稼働率を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

３ 財務内容の改善に関する事項 

目標８：経常収支比率 

 

中期目標値と各年度の目標値 

 

区分 経常収支比率 

目標値 103.0% 

令和2年度 102.0% 

令和3年度 102.5% 

令和4年度 103.0% 

 

 （２）外来リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ

からの安定稼動 

単に件数の増加だけではなく、外来リハから、通所

リハへの移行をスムーズに行い、外来・通所併せて 1

日平均 100 件以上を維持することで、収入の安定を目

指す。今後の外来医療は、医療として必要な方・介護

保険として機能維持をしていく方と方向性が違ってく

る。その中で、患者・利用者への説明を丁寧に行い、

社会活動へ参加できるよう目指していきたい。訪問リ

ハも最終的には 1 日平均 80 件以上の訪問件数を維持

し、安定稼動につなげる。訪問リハに関しても、自宅

の中から、外への活動が出来るよう目指す。 

 

 

 

 

（３）費用の削減 

人件費の削減のため、教育研修局が各病棟の重傷患

（３）病床管理の効率化 

毎朝、院長（不在時は診療部長・医長）・回復期支援

部長・各病棟マネジャー・地域連携支援室（看護師・

ソーシャルワーカー）による会議を行い、入院の受け

入れ、患者の入院期間の偏りを調整し、病床稼働率を

高める。 

 

（４）前方連携活動 

紹介元となる急性期病院に対し訪問での面会やリモ

ートでの会議を行い、積極的に情報収集・情報共有を

行うことで当院への患者紹介がよりスムーズになるこ

とを目指す。 

 

（５）船橋市立医療センターとの連携強化 

船橋市立医療センターからの患者をより多く受け入

れることで当院の病床稼働を安定し、医療センターの

回転率向上にも寄与する。（全入院患者に対する医療セ

ンターからの紹介割合 50％を目指す。病床稼働率目標

を達成したうえで、年間 420 人の入院受入れを行いた

い。） そのためには年 4 回開催している病院間連携会

議（医療センターから脳神経外科部長、脳神経外科お

よび整形外科看護師長、MSW・事務など。リハビリ病院

から病院長、回復期支援部長（看護師・言語聴覚士）、

フロアマネジャー（看護師）、地域連携支援室（看護師・

MSW）、事務など）と、ソーシャルワーカー連携会議の

継続を行う。 

 

（省略） 

 

３ 財務内容の改善に関する事項 

目標８：経常収支比率 

 

中期目標値と各年度の目標値 

 

区分 経常収支比率 

目標値 102.0% 

令和5年度 102.0% 

令和6年度 102.0% 

令和7年度 102.0% 

 

 （２）外来リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ

の安定稼動 

当院・他院問わず退院直後の患者でリハビリの継続

が必要な方へは医療保険で行う外来リハビリを提供

し、外来リハビリを終了する方へは介護保険で行う通

所リハビリ・訪問リハビリへ移行し、途切れの無いリ

ハビリテーションサービスを展開する。退院直後でな

くても在宅生活で不自由を感じている方には、かかり

つけ医やケアマネジャーと連携し情報を共有しなが

ら、必要に応じたリハビリテーションサービスを提供

できるよう、積極的に新規の相談を受けていく。 

世の中の新型コロナウイルス感染状況によりキャン

セル率が大きく変動する状態が続いているが、目標と

しては外来・通所併せて 1 日平均 90 件以上、訪問は 1

日平均 95件以上を目指す。 

 

（３）費用の削減 

人件費の削減のため、各病棟の重傷患者数等を把握
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者数等を把握し効果的な職員配置を行う。また、引き

続き電子カルテによる業務の効率化を行うことによ

り、不要な人件費が発生しないように努める。 

検査・寝具・清掃・警備などの委託費は、委託契約

のごとに複数社から相見積をとることで費用の削減に

つなげる。 

 

 

 

 

 

 

４ その他管理に関する重要事項 

 

１）人材の育成その他適切な医療体制の構築に関する

事項 

 

研修は教育研修局が中心となって行う。 

各年度ごとに研修の計画を策定し、全職種に対する

教育プログラムを毎年度実施する。実施状況について

は毎年度の事業報告書において市に報告を行う。 

各種関連学会に積極的に研究成果を発表する。法人

が主催する輝生会研究大会には新人や研究発表未経験

者に発表の機会を提供し個人の資質を高める。 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

３）情報公開及び地域住民との交流等に関する事項 

 

目標１１：地域住民との良好な関係を築くよう努める 

 

市立リハビリテーション病院を市民に理解していた

だくためには、リハビリテーションとは機能訓練のこ

とだけではなく、再びその人らしく生き生きと生活で

きるようにすることであり、全人間的復権であること

を理解していただくことが重要である。 

このために、市立リハビリテーション病院内で地域

住民が参加する懇談会等を、毎年度開催する。 

また、毎週ロビーにてコンサートを行い、コンサー

トには地域住民の方にも参加できる環境を提供するこ

とで、地域の方に親しみやすい病院運営を目指す。 

具体的な実施状況については毎年度の事業報告書に

おいて市に報告を行う。 

             

し効果的な職員配置を行う。また、引き続き電子カル

テによる業務の効率化を行うことにより、不要な人件

費が発生しないように努める。 

検査・寝具・清掃・警備などの委託費は、委託契約

のごとに複数社から相見積をとることで費用の削減に

つなげる。 

開院後 15年を経過し、空調や浄化槽設備など院内施

設・設備機器の故障が増加、それに伴う修繕費用も増

加している。船橋市と大規模設備更新について打合せ

を行いながら、故障等により病院運営に支障を来さな

いよう、計画的な更新を実行していく。 

 

４ その他管理に関する重要事項 

 

１）人材の育成その他適切な医療体制の構築に関する

事項 

 

研修は人財育成局が中心となって行う。 

各年度ごとに研修の計画を策定し、全職種に対する

教育プログラムを毎年度実施する。実施状況について

は毎年度の事業報告書において市に報告を行う。 

各種関連学会に積極的に研究成果を発表する。法人

が主催する輝生会研究大会には新人や研究発表未経験

者に発表の機会を提供し個人の資質を高める。 

WEB 形式で受講できるものは引き続き積極的に参加

しつつ、直接参加のものは世の中の新型コロナウイル

ス感染状況を見ながら随時判断し、必要に応じ参加を

行っていく。 

 

（省略） 

 

３）情報公開及び地域住民との交流等に関する事項 

 

目標１１：地域住民との良好な関係を築くよう努める 

 

市立リハビリテーション病院を市民に理解していた

だくためには、リハビリテーションとは機能訓練のこ

とだけではなく、再びその人らしく生き生きと生活で

きるようにすることであり、全人間的復権であること

を理解していただくことが重要である。 

令和元年度までは実施していた以下の活動につい

て、世の中の新型コロナウイルス感染状況を見ながら、

感染対策を行いながら実施・再開できるものがあれば

実施できるよう努力する。 

 ・病院主催：毎週開催のコンサート 

 ・病院主催：夏祭り 

 ・病院主催：もちつき大会 

 ・病院主催：市内福祉施設との施設間交流会（※

R4年度は WEB開催） 

 ・病院主催：市民公開講座（※R4年度は WEB開催） 

 ・市内中学校の生徒による職場体験 

 ・福祉フェスティバルへの参加 

 ・地域リハ活動支援事業への派遣支援 

具体的な実施状況については毎年度の事業報告書に

おいて市に報告を行う。 

 

 

※年度の変更は省略 


